
 

佐監第５７号の１２ 

令和４年３月２３日 

 

 佐倉市長 西田 三十五 様 

 
佐倉市監査委員 滝 田   理 
佐倉市監査委員 瀬 田 和 俊 
佐倉市監査委員 石 渡 康 郎 

                 

  

令和３年度工事監査報告 

 

佐倉市監査基準に準拠して、地方自治法第１９９条第５項の規定に基づき工

事監査を実施したので、その結果に関する報告を同条第９項の規定により次の

とおり提出する。 

 

記 

第１ 監査の対象 

（仮称）佐倉図書館等新町活性化複合施設新築建築工事 

 

第２ 監査の期間 

令和３年８月４日から令和４年３月２３日まで 

 

第３ 監査の着眼点及び方法 

事業計画、設計、積算、契約、施工及び工事監理等が適正に行われている

かを着眼点とし、令和４年２月８日に書面監査及び実地監査並びに関係者

からの説明聴取により実施した。 

なお、技術調査については、工事技術に関する専門的知識を有する、公益

社団法人大阪技術振興協会へ委託した。 

 

第４ 監査の結果 

公益社団法人大阪技術振興協会から技術調査報告書の提出を受け、総合的

に判断した結果、対象工事の事業計画、設計、積算、契約、施工及び工事監

理等については、適正に執行されていると認められた。 

なお、参考とした技術調査報告書については別紙のとおりである。 












































